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公 安 委 員 会 会 議 録 

 

開 催 日 時 

自 午後 １時００分 

令和７年３月１９日（水）   

              至 午後 ３時００分 

 

開 催 場 所 

 

 

 山口県警察本部公安委員会室、同公安委員室 

 

出 

席 

者 

公 安 委 員  今村委員長 野村委員 弘永委員 

 

 

第１ 審議概要 

本部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報

通信部長及び首席監察官同席の上、下記の報告を受けた。 

 

１ 新運転者管理システム移行後の運用状況 

交通部長から、 

 警察庁が整備した新運転者管理システムへの移行を令和６年１２月８日に行い、こ

れに伴い、山口県内全ての運転免許窓口に自動受付機を導入するなど、県民の生活に

密接に関連する運転免許手続の効率化を推進しているもの。 

⑴ 自動受付機設置状況等 

総合交通センター、警察署、幹部交番の２５か所に、合計４６台設置しており、 

総合交通センターには自立型の受付機を設置し、警察署等は卓上型の受付機を設 

置している。 

⑵ 効果等 

ア 来庁者の負担軽減 

  〇 これまで、運転免許証更新等に係る申請書は、申請者自身が記載していたが、

自動受付機の導入により、申請書の大部分が自動的に印刷され、記載が必要な

項目は質問票のみとなることで、来庁者の負担が軽減された。 

  〇 総合交通センターにデジタルサイネージを整備し、番号表示と自動音声によ

り申請者を案内するようにしたことから、来庁者の流れがスムーズとなり、混

雑が解消された。 

イ 職員の業務負担軽減等 

〇 運転免許証更新等に係る申請書の記載内容は、職員が目視で確認していた

が、自動受付機の導入により、確認作業が効率化され、確認ミス等のヒューマ

ンエラーもなくなった。 

〇 運転免許証の記載事項変更など、業務の種別ごとに使用する端末が別々であ

ったが、今回のシステム移行に伴い端末が共通化され、業務の合理化となった。 

〇 自動受付機については、来庁者から好意的な意見を頂いている。 

⑶ 今後の方針 

  運転免許証とマイナンバーカードの一体化が３月２４日から開始されるため、総

合交通センターにおける窓口動線等運用要領を策定し、さらに、５月には周南運転

免許センターの開設も控えているので、これらの機能等を活用し、県民の利便性向
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上に資する運転免許行政の推進を行っていきたい。  

旨の説明があった。 

野村委員から、「デジタル化により、来庁者の利便性が向上し、職員の負担が減るな

ど、効果が出ており、良い取組である。」旨の発言があった。 

弘永委員から、「来週から実施される運転免許証とマイナンバーカードの一体化につ

いて、報道で取り上げられている。引き続き周知をよろしくお願いする。ところで、最

近ではセルフレジのように自動で精算できる機械を導入する店舗も増えているが、そ

の入力に戸惑う方も散見される。県警察で導入した自動受付機について、入力を補助す

る職員が配置されれば、円滑な利用促進となるのではないか。」旨の発言があり、交通

部長から、「自動受付機の入力を補助する職員は、既に配置している。来庁者が戸惑う

ポイントは似通っているので、そのポイントを説明できるようにしており、来庁者がス

ムーズに利用できるように努めている。」旨の説明があった。 

今村委員長から、「来庁者と職員双方がＷＩＮ―ＷＩＮの関係となり、よい取組だと

思う。一般論として、高齢となると情報を一度に処理することが難しくなる場合もあ

る。職員が端末の操作に関する補助を行う場合は、可能な限り丁寧に行ってほしい。」

旨の発言があった。 

 

第２ 決裁・報告 

   課長等から下記のとおり説明を受け、決裁を行うなどした。 

 

 １ 決裁概要 

⑴ 苦情の申出に対する調査結果及び回答 

公安委員会会務官から、２月１２日に受理の報告を受けた公安委員会宛ての苦情の

申出について、地域企画課長から、令和６年１２月２５日に受理の報告を受けた公安

委員会宛ての苦情の申出について、調査結果の説明を受け、回答文を決裁した。 

⑵ 審査請求に係る弁明書の作成 

運転免許課長から、１月２２日に受理の報告を受けた審査請求及び１月２９日に受

理の報告を受けた審査請求について、弁明書を決定し、審査請求人に対する弁明書の

送付及び反論書の提出要求について説明を受け、決裁した。 

⑶ 審査請求の審理 

交通企画課長から、審理経過の説明を受け、令和６年８月７日に受理の報告を受け

た審査請求について、裁決書を決裁した。   

⑷ 個人情報保護条例に基づく部分開示決定に対する審査請求に係る答申の受理 

警察県民課長から、令和４年３月３１日付けで警察本部長が行った処分及び令和５

年４月３日付けで警察本部長が行った処分２件に対する審査請求について、山口県情

報公開・個人情報保護審査会から答申を受理した旨の説明を受け、決裁した。 

⑸ 地域交通安全活動推進委員の公務災害に伴う補償 

  警務課主幹から、地域交通安全活動推進委員の公務災害に伴う補償について説明を

受け、決裁した。 

 

２ 報告概要 

⑴ 「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」に基づく調査の結果 

   公安委員会会務官から、「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」に基づ

く調査結果について、報告を受けた。 

⑵ 令和７年２月県議会定例会の開催状況 

総務課長から、令和７年２月山口県議会定例会における警察関係の議案や質問・答
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弁の状況について、報告を受けた。 

⑶ 山口県公安委員会事務の専決状況 

交通企画課長から、２月中の交通企画課関係の山口県公安委員会事務の専決状況に

ついて、報告を受けた。 

⑷ 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に基づく報告 

警察県民課長から、令和７年度における公益社団法人山口被害者支援センターの 

事業計画等について報告を受けた。 

⑸ 監察関係業務報告 

  監察官室長から、訴訟事案について、報告を受けた。 

 

第３ 協議 

今後の公安委員会における運営について、協議した。 

  

 


